
議案第１９号

向日市都市公園等条例の一部改正について

向日市都市公園等条例の一部を改正する条例を制定する。

よって、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

第１号の規定により、議会の議決を求める。

平成２７年２月２４日提出

向日市長 久 嶋 務



条例第 号

向日市都市公園等条例の一部を改正する条例

向日市都市公園等条例（平成２２年条例第９号）の一部を次のよ

うに改正する。

別表都市公園の部に次のように加える。

上植野城公園 向日市上植野町北小路地内

別表その他の公園の部北小路公園の項を削る。

附 則

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。
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